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］

　室
町期
H
中
世
後
期
の
荘
園
制
を
見
通
し
た
場
合
、
転
換
期
と
し
て
南
北
朝
期
が
重
視
さ
れ
、
　
　
　
荘
園
制
に
通
時
代
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
荘
園
領
主
権
の
動
揺
．
変
動
と
結
び

＝
円
化
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
変
質
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
鎌
倉
後
半
～
南
北
朝
期
　
　
　
　
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
悪
党
が
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
荘
園
領
、
王
権
の
変

に
は
こ
う
し
た
荘
園
制
の
変
質
と
と
も
に
、
「
悪
党
」
の
活
躍
も
知
ら
れ
る
が
、
近
年
は
荘
園
制
の
変
　
　
　
　
動
や
動
揺
は
鎌
倉
後
半
か
ら
南
北
朝
期
に
構
造
的
な
現
象
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
、
悪
党
の
活
動

質
（
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
荘
園
政
策
の
変
質
）
が
「
悪
党
」
の
出
現
を
も
た
ら
し
た
と
す
る
見
解
も
　
　
　
が
こ
の
時
期
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
る
。

提示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
に
立
て
ば
、
「
悪
党
」
そ
の
も
の
の
分
析
か
ら
そ
の
背
景
に
あ
　
　
　
　
こ
う
し
た
悪
党
に
対
し
て
、
荘
園
領
主
と
荘
園
現
地
の
荘
家
が
直
結
す
る
1
1
一
円
化
す
る
こ
と
に

る
荘
園
制
変
質
の
内
実
に
迫
り
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
播
磨
国
矢
野
荘
を
素
材
　
　
　
　
よ
り
、
荘
園
制
は
中
世
後
期
に
転
成
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
荘
家
警
固
の
構
造
を
分

と
し
て
、
そ
こ
に
現
れ
る
「
悪
党
」
を
分
析
し
て
南
北
朝
期
荘
園
制
の
特
質
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
　
　
　
析
す
る
と
、
こ
う
し
た
一
円
化
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
要
素
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。

と
を
試
み
た
。
ま
ず
、
現
象
と
し
て
指
摘
す
べ
き
は
荘
園
領
主
権
の
変
動
や
動
揺
（
具
体
的
に
は
領
　
　
　
　
そ
れ
ら
は
、
荘
園
制
を
危
機
に
陥
れ
た
「
悪
党
」
と
同
質
の
存
在
と
考
え
ら
れ
、
南
北
朝
期
荘
園
制

主
の

交替
や
領
主
ど
う
し
の
権
力
争
い
）
に
と
も
な
っ
て
悪
党
の
活
動
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
　
　
　
は
こ
う
し
た
「
悪
党
」
状
況
を
も
内
に
含
み
こ
む
も
の
に
変
質
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ

あ
る
。
次
に
在
地
に
お
け
る
悪
党
活
動
に
目
を
向
け
る
と
、
荘
園
現
地
の
沙
汰
人
や
名
主
・
百
姓
が
　
　
　
　
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
中
世
後
期
の
荘
園
制
は
一
円
化
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
周
囲
に
存
在
す
る
多

相
互
に
対
立
し
て
い
る
状
況
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
在
地
の
対
立
・
競
合
状
況
は
　
　
　
様
な
人
々
の
再
配
置
の
問
題
と
し
て
も
捉
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

3
5

1
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は
じ
め
に

　
室

町
期
荘
園
制
の
特
質
を
探
る
の
が
本
共
同
研
究
の
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
中
世
成

立

期
に
始
ま
る
荘
園
制
全
体
の
流
れ
の
中
で
考
え
た
場
合
、
室
町
期
の
前
段
階
に
あ

た
る
一
四
世
紀
、
す
な
わ
ち
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
期
は
荘
園
制
に
と
っ
て
重
要
な
画

期
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
画
期
性
は
コ
円
化
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
要
約
さ
れ

る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
中
世
前
期
の
荘
園
に
お
け
る
支
配
体
系
は
本
家
・
領
家
・

預
所
・
下
司
や
地
頭
な
ど
に
よ
っ
て
重
層
的
に
構
成
さ
れ
て
い
た
（
「
職
の
体
系
」
）

の

に
対
し
、
一
四
世
紀
を
境
に
こ
う
し
た
重
層
的
な
関
係
が
崩
れ
、
領
主
が
荘
園
現

地
と
直
接
対
峙
す
る
一
円
領
化
が
進
ん
で
い
く
と
い
う
流
れ
が
、
荘
園
制
の
大
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

枠
組
み
と
し
て
提
示
さ
れ
て
き
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
四
世
紀
は
悪
党
の
出
現
し
た
時
期
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
が
、

時
を
同
じ
く
し
て
確
認
さ
れ
る
荘
園
制
の
変
質
と
悪
党
の
活
動
と
い
う
二
つ
の
現
象

を
全
く
無
関
係
な
も
の
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
従
来
の

悪
党
研
究

は
両
者
の
連
関
を
捉
え
る
と
い
う
課
題
に
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
応
え
て
こ
ら
れ

な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
在
地
領
主
制
の
進
展
過
程
に
悪
党
を

位
置
づ
け
、
そ
の
動
き
が
要
因
の
］
つ
と
な
っ
て
荘
園
制
に
変
質
が
も
た
ら
さ
れ
た

と
す
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
悪
党
研
究
の
主
要
な
理
解
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
変
質
が

一
円
領
化
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
必
然
性
に
つ
い
て
の
説
明
は
不
十
分
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
、
悪
党
研
究
に
も
新
た
な
潮
流
が
生
ま
れ
る
が
、

荘
園
制
と
の
関
わ
り
で
注
目
す
べ
き
は
、
悪
党
を
朝
廷
や
幕
府
よ
り
す
る
統
制
標
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
し
て
位
置
づ
け
る
見
解
が
提
示
さ
れ
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
流
れ
を
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

け
て
展
開
さ
れ
た
海
津
一
朗
氏
の
公
武
徳
政
論
は
、
荘
園
制
と
悪
党
と
の
連
関
を
考

え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
幕
府
と
朝
廷
と
の
間
で
合
意
さ
れ
た
政
策
と

し
て
一
円
領
の
創
出
が
あ
り
、
そ
う
し
た
政
策
に
対
す
る
抵
抗
勢
力
が
悪
党
と
呼
ば

れ
、
弾
圧
の
対
象
と
な
っ
た
と
す
る
の
が
海
津
説
の
概
要
で
あ
る
。

　
従
来
の
悪
党
研
究
が
荘
園
制
変
革
の
原
動
力
と
し
て
悪
党
を
位
置
づ
け
な
が
ら
、

彼

ら
の
動
き
が
荘
園
制
の
一
円
領
化
に
結
果
す
る
道
筋
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
明
ら
か
に
し

え
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
一
円
領
化
と
い
う
荘
園
制
の
変
質
の
産
物
と
し
て
悪
党
を

認
め

る
点
に
海
津
説
の
新
し
さ
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
従
来
の
研
究
と
海
津
説
と
で

は
悪
党
と
荘
園
制
の
関
係
の
捉
え
方
が
逆
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
新
し
い
悪
党
研
究
の
成
果
か
ら
学
ぶ
べ
き
は
、
悪
党
を
荘
園
制
の
変

質
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
］
種
の
現
象
と
見
な
す
視
角
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
悪
党

そ
の
も
の
の
分
析
に
よ
り
、
そ
れ
を
現
象
せ
し
め
た
荘
園
制
の
変
質
の
内
実
に
迫
る

と
い
う
方
法
の
有
効
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
方
法
を
と
る
こ
と

に
よ
っ
て
当
該
期
荘
園
制
の
変
質
の
様
相
を
よ
り
豊
か
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
ら
れ
る
。
と
言
う
の
も
、
海
津
氏
に
代
表
さ
れ
る
近
年
の
悪
党
研
究
で
は
、
悪

党
の
発
生
要
因
が
荘
園
制
の
一
円
領
化
に
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
該
期
荘

園
制
の
特
質
を
＝
円
化
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
先
述
の
研

究
状
況
に
規
定
さ
れ
た
側
面
が
大
き
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
、
悪
党
そ
の
も
の

の

分
析
か
ら
始
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
期
荘
園
制
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿

は
、
右
の
よ
う
な
立
場
に
た
っ
て
、
悪
党
の
分
析
を
通
し
て
、
荘
園
制
の
変

質
の
様
相
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
具
体
的
な
分
析
対
象
は
、
関

係
史
料
に
比
較
的
恵
ま
れ
た
播
磨
国
矢
野
荘
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

●
荘
園
領
主
権
の
変
動
と
悪
党

　
東
寺
領
播
磨
国
矢
野
荘
（
正
確
に
は
播
磨
国
矢
野
荘
例
名
西
方
。
以
後
は
こ
の
意

味
で
矢
野
荘
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
）
の
歴
史
は
、
悪
党
活
動
と
と
も
に
始
ま
っ
た
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
正
和
二
年
（
二
一
二
三
）
に
後
宇
多
上
皇
の
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

進
に
よ
り
矢
野
荘
は
東
寺
領
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
翌
正
和
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
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て

矢
野
荘
公
文
の
寺
田
法
念
は
近
隣
の
地
頭
ら
と
語
ら
っ
て
南
禅
寺
領
矢
野
荘
別
名

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
打
ち
入
っ
て
い
る
。
矢
野
荘
例
名
を
直
接
の
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ

の
悪

党
事
件
が
矢
野
荘
の
東
寺
領
化
と
何
ら
か
の
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。

　

当
初
後
宇
多
院
に
よ
る
寄
進
は
例
名
部
分
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
文
保
元
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

（
二
一
二
七
）
に
は
重
藤
名
・
那
波
浦
・
佐
方
浦
も
東
寺
に
寄
進
さ
れ
る
。
そ
の
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

後
か

ら
再
び
寺
田
氏
の
悪
党
活
動
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
具
体
的
な
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

容
は

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
於
重
藤
名
者
、
当
時
悪
党
乱
妨
之
間
」
と
見
え
る
こ

と
よ
り
、
重
藤
名
を
狙
っ
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
重
藤
名
は
寺
田

氏
の

開
発
所
領
で
あ
り
、
矢
野
荘
例
名
公
文
と
い
う
地
位
に
附
属
し
た
領
主
名
で

あ
っ
た
。
そ
の
重
藤
名
が
あ
ら
た
め
て
東
寺
に
寄
進
さ
れ
る
と
い
う
領
主
関
係
の
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
｝

幅
な
変
更
は
重
藤
名
の
領
主
で
あ
る
寺
田
氏
の
地
位
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
に

違
い
な
く
、
こ
う
し
た
動
き
が
寺
田
法
念
を
し
て
再
び
悪
党
行
動
に
至
ら
し
め
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
後
、
法
念
お
よ
び
そ
の
与
党
に
よ
る
矢
野
荘
に
対
す
る
悪
党
活
動
は
嘉
暦
三

年
（
二
二
二
八
）
と
建
武
二
年
（
＝
三
二
五
）
に
確
認
で
き
る
。
こ
の
う
ち
嘉
暦
三

年
の
そ
れ
は
、
東
寺
と
矢
野
荘
を
争
っ
て
い
た
藤
原
冬
綱
（
寂
願
）
が
「
当
国
名
誉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

之
悪
党
」
を
語
ら
っ
て
作
麦
を
刈
り
取
り
、
百
姓
家
を
追
捕
し
た
と
い
う
も
の
で
、

寺
田
法
念
一
派
に
よ
る
も
の
と
の
明
証
は
な
い
が
、
前
後
の
事
情
お
よ
び
「
当
国
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

誉
之
悪

党
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
彼
ら
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ
こ
で

注

目
し
た
い
の
は
、
彼
ら
の
悪
党
活
動
が
藤
原
冬
綱
と
結
託
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
引

き
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
矢
野
荘
の
預
所
職
は
、
一
二
世
紀
半
ば

に
美
福
門
院
女
房
伯
香
局
が
任
じ
ら
れ
て
以
来
、
そ
の
子
孫
が
相
伝
し
て
鎌
倉
末
の

冬
綱

に
至
っ
て
い
た
が
、
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
八
月
に
公
領
放
券
を
理
由
に
後

宇
多
院
よ
り
預
所
職
を
い
っ
た
ん
改
易
さ
れ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
冬
綱
側
で
も

父

為
信
が
中
心
に
な
っ
て
預
所
職
回
復
の
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
最
中

に
矢
野
荘
は
後
宇
多
院
に
よ
っ
て
東
寺
に
寄
進
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
矢
野

荘
の
東
寺
領
化
は
、
そ
れ
ま
で
の
領
主
藤
原
氏
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し

た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
冬
綱
の
知
行
回
復
の
努
力
は
そ
の
後
も
続
け
ら
れ
、
嘉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

暦
三
年
に
は
東
寺
と
冬
綱
と
の
間
で
相
論
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
相
論
が
矢
野
荘
の
領
主
権
に
関
わ
る
問
題
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
法
念
ら
は
こ
う
し
た
領
主
権
の
動
揺
を
つ
い
て
悪
党
行
動

を
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
三
章
で
詳
し
く
取
り
上
げ
る
観
応
年
間
の
悪
党
問
題
も
、
矢
野
荘
の
給
主
職

　
（
1
3
）

相
論
に
関
わ
っ
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
矢
野
荘
の
荘
務
は
学
衆
方
供
僧
の
内
か

ら
選
ば
れ
た
給
主
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
た
が
、
貞
和
年
間
に
こ
の
給
主
職
の
地

位
を
め
ぐ
っ
て
学
衆
方
供
僧
の
間
で
対
立
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
評
定
の
結
果
、

新
給
主

に
は
呆
宝
が
任
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
対
立
の
も
う
］
方
の
当
事
者

で

あ
る
深
源
は
こ
の
決
定
に
承
服
せ
ず
、
様
々
な
手
段
を
通
じ
て
妨
害
を
企
て
る
。

例

え
ば
、
学
衆
上
腸
を
給
主
と
規
定
し
た
「
元
応
置
文
」
を
掲
げ
て
呆
宝
の
給
主
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

任
の
不
当
性
を
主
張
し
た
り
、
東
寺
一
長
者
三
宝
院
賢
俊
と
結
び
付
い
て
そ
の
御
教

書

を
獲
得
し
た
り
、
さ
ら
に
は
武
家
へ
こ
の
相
論
を
持
ち
込
ん
だ
り
し
て
い
る
。
学

衆
内
部
の
問
題
で
あ
る
給
主
職
相
論
を
、
様
々
な
外
部
勢
力
と
結
び
付
く
こ
と
に

よ
っ
て
有
利
に
導
こ
う
と
す
る
深
源
の
姿
勢
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
彼
が
結
び
付
こ

う
と
し
た
勢
力
の
一
つ
に
在
地
の
悪
党
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
先
に
挙
げ
た
よ
う

な
様
々
な
措
置
を
講
じ
る
一
方
で
、
観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
に
は
代
官
垂
水
法
橋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

を
矢
野
荘
現
地
に
下
し
「
語
悪
党
人
等
、
濫
妨
地
下
」
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
時
、
深
源
・
垂
水
法
橋
に
呼
応
し
て
矢
野
荘
に
乱
入
し
た
「
悪
党
」
と
し
て
、

真
殿
守
高
や
海
老
名
源
三
郎
ら
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
前
者
は
矢
野
荘
是
藤
名
名
主

職
を
実
円
と
争
い
敗
れ
た
慶
若
丸
の
養
父
、
後
者
は
暦
応
年
間
以
来
矢
野
荘
例
名
内

那
波
浦
領
家
職
を
押
領
し
て
い
る
と
東
寺
よ
り
訴
え
ら
れ
て
い
た
那
波
浦
地
頭
で

あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
東
寺
に
よ
る
矢
野
荘
支
配
に
反
発
す
る
根
拠
は
十
分
あ
る
が
、

彼
ら
を
結
び
付
け
る
と
と
も
に
矢
野
荘
を
濫
妨
す
る
「
悪
党
」
に
駆
り
立
て
て
い
っ

た
の
は
深
源
・
垂
水
法
橋
に
よ
る
働
き
か
け
が
大
き
く
作
用
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
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（
1
6
）

あ
ろ
う
。

　
以
上
の

よ
う
に
見
て
く
る
と
、
矢
野
荘
に
お
け
る
悪
党
活
動
は
荘
園
領
主
権
の
動

揺
や
分
裂
と
い
っ
た
変
動
に
と
も
な
っ
て
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
に
気
が

つ
く
。
嘉
暦
三
年
や
観
応
元
年
の
悪
党
事
件
か
ら
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
探
れ
ば
、
分

裂
し
た
荘
園
領
主
権
力
を
構
成
す
る
勢
力
の
一
方
が
在
地
の
勢
力
と
結
び
付
き
、
悪

党
事
件
を
惹
起
せ
し
め
る
と
い
う
構
造
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
荘
園
領
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

権
力
と
悪
党
活
動
と
の
連
動
性
は
、
既
に
市
沢
哲
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

市
沢
氏
が
説
く
よ
う
に
、
鎌
倉
後
期
に
お
け
る
荘
園
・
所
職
を
め
ぐ
る
荘
園
領
主
権

力
（
市
沢
氏
の
用
法
に
従
え
ば
「
都
市
領
主
」
）
間
の
抗
争
が
構
造
的
な
も
の
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
悪
党
の
活
動
が
各
地
で
顕
著
に
な
る
こ
と
も
整
合
的
に

理
解
で
き
よ
う
。

　

そ
う
し
た
上
で
さ
ら
に
考
え
を
進
め
る
べ
き
こ
と
は
、
荘
園
領
主
権
力
の
変
動

（動
揺
・
分
裂
）
と
結
び
付
い
て
悪
党
活
動
を
惹
起
せ
し
め
る
在
地
勢
力
の
構
造
そ

の

も
の
の
分
析
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
章
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。

②
在
地
の
対
立
競
合
状
況
と
悪
党

　
第
一
章
で
概
観
し
た
よ
う
に
東
寺
領
と
な
っ
て
以
来
、
一
四
世
紀
前
半
の
矢
野
荘

の
歴

史
は
悪
党
の
時
代
と
も
言
い
う
る
状
況
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
代
に
最
も
顕
著

な
活
躍
を
示
し
た
人
物
と
し
て
、
矢
野
荘
名
主
実
円
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
次

に
掲
げ
る
史
料
は
、
一
四
世
紀
後
半
に
実
円
の
孫
実
長
が
是
藤
名
名
主
職
を
大
輔
房

頼
金

と
争
っ
た
際
に
東
寺
に
提
出
し
た
申
状
の
内
、
実
円
と
そ
の
兄
信
阿
の
功
績
を

書
上
げ
た
箇
所
で
あ
る
。

　
　
（
1
8
）

【史
料
－
】

　
　
当
寺
御
領
之
初
、
悪
党
人
寺
田
法
念
等
令
レ
乱
川
妨
御
領
・
、
既
為
レ
成
二
亡
所
・
之

　
　
時
、
故
金
蓮
院
殿
・
同
弁
殿
有
レ
御
川
下
於
当
庄
一
、
及
一
数
ヶ
度
御
合
戦
一
、
其

　
　
時
伯
父
信
阿
属
二
彼
御
手
一
、
為
二
寺
家
御
一
、
軽
二
身
命
一
、
致
・
無
弐
軍
忠
一
、
弁

　
　
殿
已
負
二
御
手
一
、
為
一
被
レ
討
給
・
之
時
、
隔
二
御
中
．
、
助
ヨ
申
御
命
、
還
而
信

　
　
阿
蒙
・
半
死
半
生
疵
一
畢
、
其
勲
功
可
レ
申
’
・
抜
群
’
、
又
建
武
初
、
重
彼
法
念
余

　
　
党
等
、
率
二
大
勢
一
、
打
コ
入
地
下
一
之
時
、
故
南
端
殿
．
阿
波
帥
律
師
御
房
、
又

　
　
有
二
御
下
、
御
要
害
於
大
僻
殿
山
上
仁
被
レ
構
、
為
度
々
御
合
戦
一
之
所
、
亡

　
　
父
実
円
為
二
御
寺
御
方
人
’
、
捨
身
命
’
、
仕
－
昼
夜
合
戦
、
加
レ
之
城
仁
御
兵

　
　
槙
成
レ
無
者
、
兄
弟
難
朋
廻
二
種
々
秘
計
一
、
自
二
奥
山
入
’
御
兵
根
一
、
助
ー
申
南

　
　
端
殿
井
軍
勢
・
、
是
言
語
道
断
之
忠
節
也
、
御
領
内
仁
名
主
・
百
姓
難
レ
多
、
未

　
　
無
二
如
レ
此
軍
忠
’
、
傍
若
無
人
者
哉
、
終
追
ー
落
悪
党
一
、
御
領
至
二
干
今
無
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
有
二
御
知
行
一
、
然
則
、
依
一
彼
恩
賞
一
拝
コ
領
当
名
一
仕
御
宛
文
等
明
白
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

「
当
寺
御
領
之
初
、
悪
党
人
寺
田
法
念
等
令
乱
妨
御
領
」
と
あ
る
の
は
第
一
章
で
も

取
り
上
げ
た
文
保
ご
ろ
の
寺
田
法
念
の
乱
入
事
件
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
時

も
、
ま
た
建
武
二
年
に
寺
田
悪
党
が
乱
入
し
た
際
も
東
寺
で
は
寺
僧
を
派
遣
し
て
防

衛

に
努
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
信
阿
・
実
円
兄

弟
が
多
大
な
功
績
を
挙
げ
た
こ
と
、
そ
の
恩
賞
と
し
て
「
当
名
」
‖
是
藤
名
を
賜
っ

た
こ
と
が
右
の
申
状
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
時
、
東
寺
派
遣
の
寺
僧
に
協
力
し
て
防
衛
1
1
荘
家
警
固
に
立
ち
上
が
っ
た
の

は
信
阿
・
実
円
兄
弟
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
（
1
9
）

【史
料
2
】

　
　
充
行
　
　
㌶
綱

　
　
　
東
寺
領
播
磨
国
矢
野
例
名
内
是
藤
名
名
主
職
事

　
　
　
　
　
　
僧
実
円

　
　
右
以
レ
人
、
所
レ
補
－
任
彼
名
主
職
一
也
、
但
為
・
千
代
鶴
女
名
田
之
由
、
錐
・
執

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
申
・
、
真
殿
源
太
入
道
当
庄
寺
家
管
領
之
時
、
更
難
二
度
一
不
レ
被
．
充
下
’
、
而

　
　
以
二
先
悪
党
等
補
任
一
、
令
二
知
行
一
之
間
、
彼
等
一
党
先
雑
掌
松
井
房
之
時
、

　
　
与
コ
同
悪
党
寺
田
越
後
房
一
、
対
寺
家
・
、
放
レ
箭
作
レ
敵
之
間
、
罪
科
人
之
跡

　
　
為
二
闘
所
一
、
被
・
召
放
一
畢
、
伍
為
二
決
断
所
交
名
注
進
随
一
一
、
経
公
方
沙
汰
、

　
　
訴
申
之
上
者
、
棄
i
置
源
太
入
道
訴
訟
一
、
被
レ
充
－
補
実
円
’
者
也
、
実
円
為
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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家
御
方
「
、
度
々
抽
二
合
戦
之
忠
勤
　
、
致
二
抜
群
之
奉
公
・
之
間
、
所
恩
補
也
、

　
　
於
二
所
当
公
事
等
一
者
、
任
二
先
例
一
無
二
惜
怠
一
可
レ
致
箕
沙
汰
一
、
庄
家
宜
一
承

　
　
知
一
、
勿
二
違
失
一
、
以
下
、

　
　
　
　

建

武
二
年
十
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
預
所

　
　
（
2
0
）

【史
料
3
】

　
　
　
　
　
　
　
　
在
御
判

　
　
　
　
　
　
　
　
在
御
判

　
　

充
下

　
　
　
東
寺
領
播
磨
国
矢
野
例
名
内
重
清
井
包
真
重
藤
神
田
二
段
事

　
　
　
　
　
　
　
　
源
実
久

　
　
右
以
レ
人
、
所
レ
補
－
任
彼
職
一
也
、
但
阿
性
難
レ
申
相
伝
子
細
一
、
当
庄
悪
党
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
同
之
上
、
依
レ
為
二
謀
叛
人
一
類
一
、
被
二
召
放
一
畢
、
実
久
依
二
軍
忠
賞
’
、
任
二
警

　
　
固
奉
公
　
、
可
二
忠
勤
　
之
間
、
所
二
恩
補
〔
也
、
於
二
有
限
所
当
公
事
・
者
、
任
二
先

　
　
例
一
無
二
惜
怠
一
可
レ
致
二
其
沙
汰
一
、
庄
家
宜
二
承
知
’
、
勿
二
違
失
一
、
以
下
、

　
　
　
　
建
武
二
年
閏
十
月
十
三
日

　
【
史
料
2
】
は
【
史
料
1
】
と
し
て
引
用
し
た
実
長
申
状
に
添
え
ら
れ
た
具
書
案

で
、
建
武
二
年
の
寺
田
悪
党
撃
退
の
功
績
に
よ
っ
て
実
円
に
与
え
ら
れ
た
是
藤
名
名

主

職
充
行
状
の
案
文
で
あ
る
が
、
次
に
掲
げ
た
【
史
料
3
】
も
日
付
・
文
言
な
ど
か

ら
、
【
史
料
2
】
と
ほ
ぼ
同
じ
性
格
の
充
行
状
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、

源
実
久
も
寺
田
悪
党
撃
退
の
た
め
に
東
寺
派
遣
の
寺
僧
と
と
も
に
戦
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
建
武
二
年
閏
十
月
十
三
日
付
の
例
名
十
六
名
内
西
光
貞
名
名
主
職
補

　
　
（
2
1
）

任
状
案
は
「
警
固
奉
公
忠
節
」
に
よ
り
平
八
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も

東
寺
と
平
八
と
の
共
闘
を
示
し
て
い
る
。

　
以

上
、
建
武
二
年
の
寺
田
悪
党
に
対
し
て
東
寺
と
共
闘
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の

は
、
現
存
す
る
史
料
に
よ
る
限
り
で
は
、
信
阿
・
実
円
兄
弟
、
源
実
久
、
平
八
の
三

例
四

名
の
み
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
他
に
も
こ
の
戦
い
に
参
加
し
た
名
主
・
百
姓

は
数
多
く
い
た
で
あ
ろ
う
。
建
武
二
年
の
悪
党
乱
入
事
件
は
、
結
果
と
し
て
矢
野
荘

を
舞
台
に
し
て
東
寺
お
よ
び
名
主
・
百
姓
に
よ
る
広
汎
な
共
闘
関
係
を
現
出
さ
せ
る

契
機

と
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
悪
党
乱
入
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

件
の
直
後
に
東
寺
に
よ
る
内
検
が
施
さ
れ
、
東
寺
と
と
も
に
こ
の
戦
い
を
勝
ち
抜
い

た
人
々
が
名
主
職
に
補
任
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
そ
の
後
の
東
寺
に
よ
る
矢
野
荘
支
配

の
枠
組
み
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
悪
党
乱
入
と
い
う
戦
時
体

制
下
で
現
出
し
た
共
闘
関
係
が
一
過
性
の
も
の
で
終
わ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
後
の
東

寺
に
よ
る
矢
野
荘
支
配
と
い
う
平
時
体
制
に
移
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
矢
野
荘
の
場
合
、
東
寺
領
と
な
る
以
前
に
荘
園
現
地
で
ど
の
よ
う
な
支
配
が
行
な

わ

れ
て

い

た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
東
寺
は
一
四
世
紀
前
半
に

治
天
の
君
か
ら
の
寄
進
と
い
う
形
で
初
め
て
そ
の
知
行
権
を
獲
得
し
た
の
で
あ
り
、

そ
の
後
も
先
述
し
た
よ
う
に
旧
領
主
藤
原
氏
の
知
行
権
回
復
に
む
け
て
の
策
動
が
続

い
て

い

た
。
こ
う
し
た
事
情
を
考
え
れ
ば
、
当
初
よ
り
東
寺
に
よ
る
矢
野
荘
現
地
の

支
配
が
順
調
に
進
ん
で
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
の
悪
党
乱
入

は
、
も
ち
ろ
ん
東
寺
の
矢
野
荘
支
配
に
と
っ
て
は
大
き
な
危
機
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、

結
果
と
し
て
東
寺
と
現
地
の
名
主
・
百
姓
と
の
共
闘
関
係
の
成
立
を
促
し
、
そ
の
後

の
東
寺
に
よ
る
支
配
の
基
礎
を
提
供
し
た
側
面
も
否
定
で
き
な
い
。
悪
党
乱
入
に
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

し
て
現
出
し
た
名
主
・
百
姓
た
ち
の
結
合
が
、
い
わ
ゆ
る
「
荘
家
」
結
合
の
内
実
で

あ
っ
て
、
共
闘
を
通
じ
て
領
主
東
寺
は
こ
の
「
荘
家
」
と
の
回
路
を
形
成
し
、
現
地

支
配
の
重
要
な
手
が
か
り
を
獲
得
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
荘
家
」
と
い
う
存
在
は
矢
野
荘
の
場
合
所
与
の
存
在
で
は
な

か

っ

た
よ
う
で
あ
る
。
【
史
料
2
】
に
よ
れ
ば
、
実
円
が
是
藤
名
名
主
職
を
獲
得
し

た
の
は
、
東
寺
に
対
す
る
軍
忠
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
以
前
に
是
藤
名
主
の
地
位
を

握
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
真
殿
一
族
が
東
寺
に
敵
対
し
て
悪
党
寺
田
氏
に
与
同
し

た
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
じ
く
【
史
料
3
】
も
東
寺
に
敵
対
し
寺
田
悪

党
に
加
わ
っ
た
阿
性
な
る
人
物
の
存
在
を
語
っ
て
い
る
。
悪
党
乱
入
事
件
以
前
に
矢

野
荘
の

「荘
家
」
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
こ
の
真
殿
一

族
や

阿
性
ら
を
そ
の
構
成
員
と
し
た
も
の
と
し
て
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
と
す
る
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な
ら
ば
、
結
果
と
し
て
東
寺
が
掌
握
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
「
荘
家
」
は
、
彼
ら
を

排
除
す
る
こ
と
で
新
た
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
な
ぜ
彼
ら
は
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
直
接
的
に
は
彼
ら
が
寺
田
悪
党
に
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

同
し
東
寺
に
反
抗
し
た
た
め
に
、
東
寺
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、

こ
こ
で
見
方
を
変
え
て
、
彼
ら
が
反
抗
な
い
し
抵
抗
し
た
相
手
を
東
寺
以
外
に
求
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
真
殿
一
族
は
是
藤
名
を
め
ぐ
っ
て
実

円
と
対
立
し
て
い
た
こ
と
や
、
重
清
・
包
真
重
藤
神
田
を
め
ぐ
っ
て
は
阿
性
と
源
実

久
の
対
立
が
存
在
し
た
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
在
地
に
お

け
る
諸
勢
力
の
対
立
状
況
を
前
提
に
し
て
、
荘
園
領
主
東
寺
の
役
割
は
対
立
す
る
当

事
者
の
一
方
に
正
当
性
を
付
与
す
る
も
の
と
し
て
呼
び
込
ま
れ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、

真
殿
一
族
や
阿
性
ら
を
排
除
し
た
真
の
主
体
は
、
彼
ら
と
対
立
し
て
い
た
実
円
や
源

実
久
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
も
そ
も
荘
園
内
部
に
は
様
々
な
勢
力
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
葛
藤
や
対
立
を
は

ら
み
な
が
ら
も
あ
る
種
の
均
衡
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
荘
園
制
の
内
実
・
常
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

だ

っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
均
衡
を
も
た
ら
し
た
も
の
が
い
っ
た
い
何

で

あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
独
自
に
検
討
を
要
す
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
中
世
前
期
に

つ
い
て

言
え
ば
、
荘
園
領
主
が
そ
こ
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
荘
園
領
主
は
相
互
に
対
立
す
る
在
地
諸
勢
力
の
利
害
の
結
節
点
を
握
る
こ
と
に

よ
り
荘
園
制
と
い
う
安
定
状
態
を
演
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
第
一
章
で
指
摘
し
た
一
三
世
紀
後
半
以
降
の
荘
園
領
主
権
の
動
揺
は

こ
う
し
た
調
節
機
能
の
働
き
を
不
十
分
な
も
の
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
も

在
地
に
お
い
て
通
奏
低
音
の
如
く
継
続
さ
れ
て
き
た
諸
勢
力
間
の
対
立
・
競
合
状
況

が

こ
の
動
揺
と
結
び
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
葛
藤
や
対
立
を
増
幅
さ
せ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
具
体
的
か
つ
尖
鋭
的
な
表
れ
が
こ
の
時
期
の
悪
党
状
況
だ
っ
た
の
で

　
（
2
5
）

あ
る
。
前
章
で
荘
園
領
主
権
の
変
動
と
悪
党
の
発
生
が
連
動
す
る
現
象
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
荘
園
領
主
権
の
変
動
が
在
地
の
対
立
・
競
合
状
況
と
結
び

付
く
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
連
動
で
あ
っ
た
。

　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
東
寺
領
化
す
る
以
前
の
矢
野
荘
現
地
の
状
況
を
示
す
史

料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
推
測
を
積
み
重
ね
る
議
論
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
が
、

荘

園
に
お
け
る
悪
党
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
探
る
場
合
、
荘
園
領
主
権
の
変
動
と
い

う
外
的
契
機
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
と
連
動
す
る
在
地
情
勢
と
い
う
い
わ
ば
内
的
環

境
の

分
析
は
不
可
欠
な
作
業
で
あ
る
。
そ
う
し
た
視
角
の
も
と
、
本
章
で
は
在
地
に

お
け
る
対
立
・
競
合
状
況
を
想
定
す
る
に
至
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
事
態
そ
の

も
の
は
通
時
的
に
、
少
な
く
と
も
中
世
前
期
か
ら
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同

じ
対
立
・
競
合
状
況
と
い
っ
て
も
こ
の
時
期
に
固
有
の
特
徴
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と

い
う
点
も
含
め
、
そ
の
具
体
的
な
解
明
に
つ
い
て
は
後
考
を
期
し
た
い
。

③
荘
家
警
固
の
構
造

　
建
武

二
年
（
一
三
三
五
）
の
悪
党
事
件
を
経
て
、
領
主
東
寺
と
の
回
路
を
え
た

「荘
家
」
結
合
は
前
章
で
み
た
よ
う
に
あ
る
意
味
で
相
対
的
な
結
合
に
過
ぎ
な
か
っ

た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
な
り
の
実
質
を
有
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
、
こ
れ
以
後
の

悪
党
乱
入
に
際
し
て
、
し
ば
し
ば
東
寺
と
名
主
・
百
姓
と
の
共
闘
が
見
受
け
ら
れ
る

こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
る
。

　
康
永
三
年
（
一
三
四
四
）
八
月
、
矢
野
荘
に
吉
川
孫
太
郎
が
乱
入
し
よ
う
と
し
て

い

る
と
い
う
情
報
を
得
た
学
衆
方
は
、
矢
野
荘
公
文
藤
原
清
胤
に
対
し
て
、
重
藤
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

所
の
防
備
を
固
め
る
こ
と
と
と
も
に
、
「
庄
家
無
為
警
固
」
を
命
じ
て
い
る
が
、
そ

の

中
味
は
「
両
預
所
・
名
主
・
百
姓
等
一
同
可
有
其
沙
汰
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
東
寺
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
東
寺
派
遣
の
預
所
な
ど
の
沙
汰
人
と
現

地
の
名
主
・
百
姓
等
が
一
体
と
な
っ
た
防
衛
体
制
で
あ
っ
た
。

　
続
く
貞
和
年
間
に
入
る
と
、
吉
川
孫
太
郎
や
寺
田
孫
太
郎
範
長
、
海
老
名
源
三
郎

ら
の
濫
入
の
動
き
が
連
年
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
に
際
し
て

東
寺
か
ら
出
さ
れ
た
指
示
も
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
（
2
7
）

【史
料
4
】
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矢
野
庄
悪
党
乱
入
之
由
事
、
先
以
驚
存
候
、
両
給
主
井
公
文
・
田
所
、
名
主
・

　
　
百
姓
等
、
令
二
同
心
合
力
一
、
不
日
可
レ
被
二
対
治
一
候
、
於
二
当
庄
事
・
者
、
当
御

　
　
代
被
レ
下
自
堵
院
宣
・
武
家
口
行
状
’
候
、
於
二
寺
田
孫
太
郎
以
下
悪
党
口
口

　
　
者
、
武
家
奉
書
及
二
数
ヶ
度
一
被
レ
成
ー
下
之
一
了
、
今
又
重
可
レ
被
レ
申
候
、
定
不
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
　
可
レ
有
子
細
一
候
哉
、
地
下
輩
各
致
・
厳
密
沙
汰
一
、
属
二
無
為
一
之
様
可
レ
有
二
御

　
　

下
知
一
之
由
、
衆
儀
所
レ
候
也
、
恐
憧
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
　
　
　
八
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尭
宝

　
　
　
　
〔
弐
〕
　
　
　
　
≧

　
　
　
大
二
僧
都
御
房

　
　
　
　
追
申
、

　
　
　
　
　
任
二
請
文
旨
・
、
公
文
殊
可
レ
致
二
警
固
沙
汰
一
之
由
、
厳
密
可
レ
有
二
御
下

　
　
　
　
　
知
一
候
、
次
兵
根
米
事
、
悪
党
万
一
令
レ
乱
口
入
地
下
一
、
及
二
合
戦
’
之
時

　
　
　
　
　
者
、
不
レ
可
レ
有
二
子
細
一
之
由
、
同
衆
儀
所
レ
候
口
、

　
右

は
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
に
比
定
さ
れ
る
文
書
で
、
差
出
の
尭
宝
は
当
時
の

学
衆
方
奉
行
、
宛
所
の
大
弐
僧
都
は
矢
野
荘
学
衆
方
給
主
の
呆
宝
。
学
衆
よ
り
給
主

を
通
じ
て
矢
野
荘
の
「
地
下
」
に
命
じ
ら
れ
た
の
は
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
や

は
り
沙
汰
人
と
名
主
・
百
姓
ら
が
一
体
と
な
っ
た
防
衛
体
制
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

防
衛
体
制
が
、
第
二
章
で
み
た
建
武
年
間
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
も
継
続
し
て
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
背
景
に
彼
ら
の
間
に
お
け
る
日
常
的
な
結

合
関
係
1
1
「
荘
家
」
結
合
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
【
史
料
4
】
で
注
目
し
た
い
の
は
、
追
而
書
の
波
線
部
に
み
え
る
兵

根
米
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
。
翌
貞
和
五
年
五
月
に
も
、
東
寺
か
ら
地
下
に
対
し

て

給
主

代
・
沙
汰
人
・
百
姓
ら
に
よ
る
二
同
沙
汰
」
と
し
て
の
「
庄
家
警
固
」
が

命
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
兵
根
事
、
如
先
々
沙
汰
、
悪
党
等
已
荏
境
及
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

時
之
時
者
、
付
地
下
注
進
、
以
公
平
内
可
被
付
其
足
候
」
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
領
主
東
寺
は
、
年
貢
米
の
う
ち
か
ら
兵
根
米
を
計
上
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
沙

汰
人

を
は
じ
め
と
し
た
名
主
・
百
姓
等
に
よ
る
「
荘
家
結
合
」
を
荘
家
警
固
に
組
織

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
警
固
体
制
の
あ
り
方
は
矢
野
荘
に
固
有
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
（
2
9
）

【史
料
5
】

　
　
一
、
庄
家
警
固
事
、
於
二
細
々
警
固
等
↓
者
、
可
レ
為
二
預
所
沙
汰
・
、
若
語
二
数
十

　
　
　
人
軍
勢
一
、
及
二
巨
多
兵
根
一
者
、
三
ヶ
日
中
立
’
飛
脚
　
、
可
レ
申
ー
入
子
細
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
　
寺
家
一
、
且
可
レ
執
コ
進
百
姓
等
証
判
之
状
一
、
其
時
被
レ
下
寺
家
御
使
一
、
被
レ

　
　
　
決
実
否
一
、
可
レ
預
二
御
訪
一
者
也
、
以
二
小
事
煩
一
、
称
二
莫
大
一
、
失
二
公
平
・
、

　
　
　
申
二
私
曲
一
者
、
速
可
レ
被
レ
処
二
罪
科
一
　
、

　
右
は
東
寺
領
弓
削
島
荘
鯨
方
所
務
（
預
所
）
職
請
文
の
一
節
で
、
荘
家
警
固
が
預

所
の
責
任
で
行
な
わ
れ
る
べ
き
こ
と
、
と
く
に
数
十
人
の
軍
勢
を
要
す
る
よ
う
な
場

合

に
は
、
東
寺
派
遣
の
使
者
の
認
定
に
も
と
つ
い
て
兵
槙
米
を
東
寺
か
ら
援
助
す
る

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
百
姓
等
証
判
之
状
」
の
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
預
所
と
と
も
に
百
姓
た
ち
も
荘
家
警
固
に
参
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、

東
寺
に
よ
る
兵
根
米
の
援
助
も
、
実
際
に
は
「
公
平
」
1
1
年
貢
か
ら
の
相
殺
を
意
味

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
先
に
見
た
矢
野
荘
に
お
け
る
荘
家
警
固
の
あ

り
方
と
全
く
同
じ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
小
林
一
岳
氏
は
こ
う
し
た
あ
り
方
を
、

【史
料
5
】
を
紹
介
さ
れ
つ
つ
「
荘
民
・
荘
官
・
荘
園
領
主
が
一
体
と
な
っ
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

れ

そ
れ

に
機
能
分
担
し
な
が
ら
防
衛
戦
を
戦
う
体
制
」
と
評
価
し
、
こ
れ
が
こ
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

期
の
各
地
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
沙
汰
人
を
中
心
と

し
た
名
主
・
百
姓
ら
に
よ
る
「
荘
家
結
合
」
に
も
と
つ
い
た
村
の
武
力
の
存
在
と
荘

園
領
主
に
よ
る
そ
の
「
荘
家
警
固
」
へ
の
組
織
は
、
南
北
朝
期
荘
園
制
に
固
有
の
特

色
と
し
て
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
兵
根
米
は
、
荘
園
領
主
と
村
の
武
力
（
1
1
荘
家

結
合
）
と
を
つ
な
ぐ
回
路
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

　
再
び

矢
野
荘
に
話
を
戻
せ
ば
、
実
際
に
兵
槙
米
が
年
貢
の
内
か
ら
支
出
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

る
こ
と
が
分
か
る
。
学
衆
方
の
貞
和
四
年
分
の
年
貢
散
用
状
に
よ
れ
ば
、
二
石
五
斗

が

「
ひ

や

う
ら
ん
米
」
と
し
て
計
上
さ
れ
年
貢
額
か
ら
控
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か

る
。
こ
の
部
分
に
は
付
箋
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
「
自
八
月
廿
二
日
至
十
月
十
三

日
分
、
公
文
五
斗
、
田
所
二
斗
、
道
日
一
斗
五
升
、
公
文
代
一
斗
五
升
、
一
石
五
斗
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政
所
分
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
日
付
の
近
似
か
ら
こ
の
兵
根
米
控
除
措
置
が
【
史

料
4
】
の
指
示
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
公
文
以

下

は
彼
ら
に
よ
る
兵
根
米
の
立
替
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

　
以
上
の

如
く
、
兵
根
米
を
媒
介
と
し
て
荘
園
領
主
と
荘
家
と
の
間
で
完
結
す
る
構

造

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
観
応
元
年
（
＝
二
五
〇
）
の
悪
党
乱
入
を
め
ぐ

る
攻
防
に
際
し
て
は
そ
う
し
た
構
造
の
中
に
は
お
さ
ま
り
き
れ
な
い
関
係
を
指
摘
す

る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
う
し
た
点
に
も
南
北
朝
期
荘
園
制
の
特
質

を
探
る
鍵
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
次
に
観
応
元
年
の
悪
党
事
件
を
分
析
し
て
み

た
い
。

④
荘
園
制
の
中
の
悪
党

　
第
一
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
以
前
か
ら
矢
野
荘
学
衆
方
給
主
職
を
競
望
し

て

い

た
深
源
は
、
こ
の
間
何
度
か
代
官
を
矢
野
荘
現
地
に
派
遣
し
て
い
た
よ
う
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
ぬ
　

る
。
貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
九
月
の
学
衆
方
評
定
で
「
矢
野
荘
宝
厳
院
大
僧
都
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

官
入
部
事
」
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
任
去
々
年
儀
、
不
可
叙
用
之
由
、

可
加
下
知
」
と
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貞
和
三
年
に
も
深
源
の
代
官
が
現
地

に
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
貞
和
年
間
に
は
連
年
の
よ
う
に
吉
川
孫
太
郎

や

寺
田
孫
太
郎
範
長
、
海
老
名
源
三
郎
の
乱
入
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
も

触
れ

た
が
、
こ
れ
ら
の
悪
党
事
件
と
深
源
派
遣
の
代
官
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な

い
。

　
観
応
元
年
に
な
る
と
、
六
月
二
一
日
付
で
矢
野
荘
両
沙
汰
人
宛
に
下
さ
れ
た
学
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

方
下
知
状
で
深
源
代
官
の
行
動
が
警
戒
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
垂
水
法
橋
の
動

き
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
が
是
藤
名
を
め
ぐ
る
実
円
と
真
殿
守
高
と
の

相
論
と
時
期
的
に
重
な
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
建

武
二
年
の
寺
田
悪
党
事
件
を
き
っ
か
け
に
是
藤
名
名
主
職
は
真
殿
千
代
鶴
女
か
ら
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

円
に
移
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
も
真
殿
氏
は
守
高
（
千
代
鶴
女
の
弟
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

中
心
に
是
藤
名
回
復
の
画
策
を
続
け
て
お
り
、
こ
の
観
応
元
年
に
は
守
高
の
養
子
慶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

若
丸
を
前
面
に
押
し
立
て
て
東
寺
に
訴
え
出
た
の
で
あ
っ
た
。
実
円
の
側
も
反
論
し
、

両
者
の
間
で
相
論
が
展
開
さ
れ
た
が
、
こ
の
相
論
に
決
着
が
つ
い
た
の
が
六
月
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
深
源
代
官
の
行
動
に
警
戒
す
る
よ
う
学
衆
方
の
下
知
状
が
出
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

前
日
の
六
月
二
〇
日
、
学
衆
方
は
慶
若
丸
の
訴
え
を
却
下
す
る
決
定
を
下
し
て
い
る
。

　

両
者
の
時
期
の
近
接
は
意
図
的
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
直
後

の
六
月
二
七
日
に
深
源
代
官
垂
水
法
橋
が
矢
野
荘
に
乱
入
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

そ
れ
は
真
殿
守
高
を
語
ら
っ
て
の
行
動
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
一
連
の
経
緯
か
ら
察

す
る
に
、
観
応
元
年
の
真
殿
守
高
に
よ
る
是
藤
名
回
復
の
た
め
の
画
策
は
深
源
や
垂

水
法
橋
と
の
結
託
を
背
景
と
し
て
進
め
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
。
最

初
は
東
寺
へ
の
提
訴
と
い
う
形
を
と
っ
た
が
、
そ
れ
が
不
調
に
終
わ
る
と
直
ち
に
悪

党
行
動
へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
第
一
章
や
第
二
章
で
指
摘
し
て
き
た
荘
園
領
主

権
の
動
揺
（
こ
の
場
合
は
深
源
や
垂
水
法
橋
の
給
主
職
獲
得
運
動
）
と
在
地
の
競
合

対
立
状
況
（
こ
の
場
合
は
真
殿
氏
の
是
藤
名
名
主
職
回
復
運
動
）
と
が
結
び
付
く
こ

と
に
よ
っ
て
悪
党
行
動
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
と
も
明
瞭
に
示
し
て
い
る

事
例
と
言
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
垂
水
法
橋
の
矢
野
荘
乱
入
事
件
は
、
真
殿
守
高
ば
か
り
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

く
、
海
老
名
源
三
郎
や
「
郡
使
」
平
三
郎
右
衛
門
入
道
、
道
日
ら
を
も
巻
き
込
ん
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

規
模
の
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
東
寺
は
九
月
に
な
っ
て
「
守
護
方
有
縁
之

仁
」
と
さ
れ
る
撫
川
伊
勢
房
を
上
使
と
し
て
現
地
に
派
遣
し
、
十
月
後
半
に
な
っ
て

よ
う
や
く
垂
水
法
橋
の
排
除
に
成
功
し
て
い
る
が
、
今
回
の
悪
党
事
件
の
規
模
の
大

き
さ
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
間
現
地
で
は
ど
の
よ
う
な
防
衛
体
制
が
敷
か
れ
て
い
た
か
、

た
い
へ
ん
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
年
の
五
月
に
地
下
か
ら
の
要
求
に
基
づ
い
て
荘
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

警

固
の
た
め
に
白
石
城
が
取
り
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
両
預
所
・
名

主
・
百
姓
等
一
同
可
有
其
沙
汰
」
と
言
わ
れ
る
沙
汰
人
を
中
心
と
し
た
名
主
・
百
姓

ら
に
よ
る
村
の
武
力
が
こ
こ
を
拠
点
と
し
て
「
荘
家
警
固
」
に
あ
た
っ
た
も
の
と
考
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え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
ら
に
よ
る
戦
闘
は
「
荘
家
警
固
」

と
し
て
東
寺
か
ら
兵
根
米
を
給
さ
れ
て
い
る
。

　
　
（
4
3
）

【史
料
6
】

　
（
端
裏
書
）

　
「
矢
野
庄
学
衆
方
散
用
状
　
観
応
元
年
」

　
　
注
進

　
　
　
東
寺
御
領
播
磨
国
矢
野
庄
西
方
学
衆
御
方
散
用
状
事

　
　
　
　
合

一
御
米
百
弐
拾
壱
石
多
升
五
勺
之
内
、

（

中
　
　
略
　
）

に

相
当
す
る
も
の

（

イ
）
百
石
警
固
藷
鰐
デ
上
下
五
人
朝
夕
相
節
米
四
石
延
定

（ロ
）

同
城
酒
代
度
々
一
貫
六
百
八
十
文
代
米
二
石
四
升
延
定
、

同
城
塀
塗
人
夫
酒
代
度
々
五
百
文
代
米
五
斗
九
升
延
定
、

　
　
已
上
米
十
石
九
斗
二
升
六
合
撫
川
殿
佃
内
也
、

（

中
　
　
略
　
）

一
公
文
方
兵
節
米
六
石
四
斗
四
升
二
合
注
文
別
紙
有
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ハ
）
同
兵
節
米
五
斗
田
所
分
・

　
　
　
　
（
中
　
　
略
　
）

　
　
右
、
注
進
之
状
如
件
、

　
　
　
観
応
二
年
四
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
田
所
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
文
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
政
所
代

（花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
御
使
（
花
押
）

　
右

は
、
悪
党
乱
入
事
件
の
あ
っ
た
観
応
元
年
分
の
矢
野
荘
の
年
貢
散
用
状
か
ら
関

係
す
る
部
分
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
散
用
状
で
は
最
初
に
矢
野
荘
の
惣

年
貢
額
が
記
さ
れ
（
波
線
部
）
、
以
下
に
年
貢
控
除
項
目
と
控
除
額
が
列
記
さ
れ
、

そ
れ
ら
を
惣
年
貢
額
か
ら
引
い
た
も
の
が
観
応
元
年
分
の
年
貢
額
と
し
て
計
上
さ
れ

る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
る
が
、
傍
線
部
（
イ
）
に
よ
れ
ば
、
白
石
城
警
固

費
用
が
年
貢
か
ら
控
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
金
子
拓
氏
の
指
摘

に
よ
れ
ば
、
こ
の
兵
根
米
四
石
を
含
ん
だ
十
石
余
り
は
、
二
重
傍
線
部
に
あ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

に
上
使
撫
川
の
負
担
分
で
あ
り
、
撫
川
に
対
し
て
控
除
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
と
い
う
。

た
し
か
に
傍
線
部
（
イ
）
に
み
え
る
警
固
期
間
は
上
使
撫
川
の
下
向
後
の
日
付
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
、
撫
川
伊
勢
房
下
向
後
は
、
垂
水
法
橋
排
除
後
も
彼
を
中
心
に
白
石

城
警

固
な
ど
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
兵
根
も
彼
が
差
配
し
て
い
た

た
め
に
右
の
よ
う
な
措
置
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
傍
線
部
（
ロ
）
や
（
ハ
）
も
「
兵
節
米
」
1
1
兵
槙
米
の
年
貢
控
除
で
あ
る

が
、
傍
線
部
（
イ
）
と
は
別
に
立
項
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
撫
川
を
中
心
と
し
た

警
固
と
は
別
系
統
の
荘
家
警
固
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
観
応
元
年
分
の
年
貢
散
用
状
は
こ
の
後
計
算
し
直
さ
れ
た
も
の
が
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

作
成
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
再
作
成
後
の
散
用
状
に
よ
れ
ば
、
な
ぜ

か
右
の
傍
線
部
（
イ
）
に
相
当
す
る
部
分
は
削
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
傍
線

部
（
ロ
）
（
ハ
）
相
当
部
分
は
次
の
よ
う
に
計
上
さ
れ
て
い
る
。

　
　
（
4
6
）

【史
料
7
】

　
　
一
公
文
方
立
申
兵
節
六
石
四
斗
四
升
三
合
注
文
別
紙
有
之
、

　
　
一
田
所
立
申
城
警
固
兵
料
五
斗

「立
申
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
こ
れ
ら
は
公
文
や
田
所
が
兵
根
米
を
立
て
替
え
て
い

た
分
を
補
填
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
と
く
に
公
文
藤
原
清
胤
に

は
、
公
文
職
補
任
当
初
か
ら
「
警
固
井
御
公
事
等
有
限
所
役
、
不
可
致
解
怠
」
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
実
際
の
戦
闘
に
際
し
て
当
座
必
要
な
兵
槙
米
を
立
て
替
え
て

お
く
の
は
そ
の
職
掌
に
ふ
さ
わ
し
い
行
為
で
あ
っ
た
。
上
使
と
し
て
撫
川
伊
勢
房
が

派
遣

さ
れ
る
以
前
の
荘
家
警
固
の
た
め
の
費
用
は
公
文
ら
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　
で

は
、
撫
川
下
向
以
後
は
、
荘
家
警
固
の
戦
費
は
す
べ
て
撫
川
の
差
配
す
る
と
こ

ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
【
史
料
6
】
の
傍
線
部
（
イ
）
に
よ
れ
ば
、
た
し
か

に
白
石
城
警
固
の
た
め
の
費
用
は
撫
川
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
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で

問
題
に
な
る
の
は
、
そ
れ
以
外
に
も
荘
家
警
固
の
形
態
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
公
文
ら
の
関
与
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
白
石
城
構
築
の
と
こ
ろ
で
見
た
よ
う
に
、
こ
こ
を
拠
点
と
し
て
戦
っ
た
の
は
公
文

に
率
い
ら
れ
た
名
主
・
百
姓
ら
矢
野
荘
荘
民
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
の

戦
闘
の
様
子
を
伝
え
る
次
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
他
に
も
荘
家
警
固
の
あ
り
方
が
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
（
4
8
）

【史
料
8
】

　
　
（
前
略
）

　
　
今
月
十
九
日
重
大
せ
い
を
ひ
き
入
れ
候
て
、
た
る
ゐ
房
・
ま
つ
の
兵
衛
二
郎
等

　
　
大
せ
い

に
て
し
や
う
ゑ
よ
を
か
け
、
も
ん
た
う
し
候
て
大
せ
い
百
姓
三
郎
大
夫

　
　
入

と
の
も
と
に
よ
う
か
ひ
を
か
ま
ゑ
て
、
た
て
を
つ
き
出
候
て
、
よ
せ
候
え
と

　
　
仕
候

間
、
公
文
身
の
大
事
と
せ
い
を
ひ
け
い
候
、
輔
房
ゑ
ん
し
や
と
も
方
々
ひ

　
　
け
い
候
て
、
ひ
き
こ
も
り
候
、
身
に
を
き
候
て
、
一
こ
を
う
し
な
い
候
ハ
ん
す

　
　
る
心
地
存
候
、
心
の
を
よ
ひ
候
ほ
と
、
は
せ
ま
わ
り
候
処
々
、
赤
松
か
た
一
大

　
　
事
と
、
ひ
ま
な
く
人
を
こ
さ
れ
候
、
名
主
め
ん
く
百
姓
等
心
こ
・
（
後
欠
）

　
　
（
4
9
）

【史
料
9
】

　
　
畏
申
上
候
、

　
　
抑
当
庄
事
、
い
ま
・
す
よ
り
別
子
細
候
ハ
す
候
へ
と
も
、
方
々
け
ふ
あ
て
の
ほ

　
　
と
・
、
難
所
よ
り
心
か
け
た
る
の
あ
い
た
、
城
廓
口
か
ま
へ
候
て
、
地
下
・
名

　
　
主
、
よ
る
・
ひ
る
口
用
心
仕
候
、
又
公
文
方
へ
も
他
所
よ
口
見
つ
き
せ
い
、
あ

　
　
ま
た
越
ら
れ
候
て
、
け
い
口
せ
ら
れ
候
、
す
て
に
今
月
廿
四
日
、
那
波
口
源
三

　
　
郎
、
別
名
方
へ
大
勢
に
て
打
向
、
城
を
と
り
候
て
か
く
く
申
は
か
り
な
口
、

　
　
就
其
候
て
、
当
御
方
へ
の
ぞ
ミ
を
な
し
候
物
、
か
れ
ら
に
く
み
し
候
て
候
あ
い

　
　

た
、
弥
し
つ
口
な
ら
す
候
、
又
彼
な
は
と
の
は
か
り
き
た
さ
ま
の
事
を
も
、
ふ

　
　
つ
と
あ
い
・
ろ
う
口
し
き
よ
し
の
心
地
に
て
候
、
し
せ
ん
（
後
欠
）

　
い

ず
れ
も
地
下
か
ら
東
寺
に
充
て
ら
れ
た
注
進
状
で
あ
る
が
、
「
た
る
ゐ
房
」
1
1

垂
水
法
橋
、
「
ま
つ
の
兵
衛
二
郎
」
1
1
真
殿
兵
衛
二
郎
守
高
の
乱
入
に
言
及
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
【
史
料
8
】
は
観
応
の
悪
党
事
件
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
こ
と
が
分

か

る
。
そ
の
傍
線
部
か
ら
は
、
乱
入
し
て
き
た
垂
水
法
橋
や
真
殿
守
高
に
対
し
て
、

荘
民
が

「
よ
う
か
ひ
」
1
1
要
害
を
構
え
て
抵
抗
し
て
い
る
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
。
村
の
武
力
の
実
態
を
伝
え
る
貴
重
な
証
言
で
あ
る
が
、
見
落
と
し
て
は
な
ら
な

い
の
は

波
線
部
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
村
の
武
力
と
は
別
に
公
文
は
独
自

に
軍
勢
を
集
め
て
荘
家
警
固
に
投
入
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
荘
民
た

ち
ば
か
り
で
な
く
、
彼
ら
も
要
害
に
立
て
籠
も
っ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
【
史
料
9
】
は
、
観
応
元
年
で
は
な
く
貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
九
月
ご
ろ
の
史

　
　
　
　
　
（
5
0
）

料
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
状
況
も
【
史
料
8
】
と
変
わ
り
は
な
い
。

名
主
・
百
姓
ら
が
城
郭
を
構
え
て
、
昼
夜
そ
の
警
固
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
（
傍
線

部
）
、
一
方
公
文
の
も
と
へ
も
他
所
か
ら
見
継
勢
が
集
ま
っ
て
来
て
警
固
に
あ
た
っ

て

い

る
こ
と
（
波
線
部
）
が
分
か
る
。
こ
ち
ら
の
場
合
、
公
文
と
そ
の
見
継
勢
に
よ

る
警
固
は
名
主
・
百
姓
の
立
て
籠
も
る
城
郭
と
は
別
に
行
な
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
。

　
い

ず
れ
に
せ
よ
、
公
文
藤
原
清
胤
は
、
矢
野
荘
の
名
主
・
百
姓
を
統
率
し
て
荘
家

警

固
に
あ
た
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
別
に
独
自
に
軍
勢
を
調
達
し
て
く
る

能
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
矢
野
荘
に
お

け
る
藤
原
清
胤
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
各
地

の

荘
官
・
沙
汰
人
層
に
共
通
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例

え
ば
、
丹
波
国
大
山
荘
の
沙
汰
人
藤
原
家
安
は
、
同
荘
一
井
谷
荘
家
結
合
の
中
心
的

人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
正
和
四
年
（
＝
二
一
五
）
に
悪
党
厳
増
代
官
が
荘
内
に

乱
入

し
て
き
た
際
、
彼
は
「
他
所
」
か
ら
兵
根
米
と
軍
勢
を
調
達
し
て
そ
れ
を
撃
退

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
弁
房
承
誉
は
自
ら
の
兵
根
米
と
数
百
人
の
軍

勢

を
率
い
て
弓
削
島
荘
か
ら
悪
党
を
撃
退
し
た
功
績
に
よ
っ
て
同
荘
の
預
所
職
に
任

　
　
　
　
　
（
5
2
）

じ
ら
れ
て
い
る
。
鎌
倉
末
～
南
北
朝
期
に
か
け
て
の
荘
官
請
文
に
は
し
ば
し
ば
荘
家

警

固
義
務
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
は
荘
官
層
が
荘
家
の
武
力
の
中

心
で

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
彼
ら
が
荘
園
領
主
と
村
の
武
力
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（
5
3
）

と
を
繋
ぐ
結
節
点
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
側
面
も
否
定
で
き
な
い
が
、
右
に
挙
げ
た
諸
事
例
も
踏
ま
え

れ

ば
、
彼
ら
が
荘
家
の
枠
を
越
え
た
武
力
を
有
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
に

入
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
以
上
の

よ
う
に
考
え
れ
ば
、
【
史
料
6
】
で
上
使
撫
川
房
負
担
分
と
は
別
に
計
上

さ
れ
て
い
る
公
文
立
替
分
の
兵
槙
米
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
公
文
が
荘
民
を
率
い
て
戦
っ
た
戦
闘
に
対
す
る
対
価
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
荘
民
で
は
な
い
「
他
所
」
の
軍
勢
動
員
の
対
価
を
も
含
ん
で

い

た
の
で
あ
る
。
観
応
元
年
分
の
散
用
状
が
作
り
直
さ
れ
て
、
上
使
撫
川
房
負
担
分

の
兵
槙
米

は
年
貢
控
除
項
目
か
ら
は
は
ず
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
文
ら
の
負

担
し
た
兵
槙
米
は
【
史
料
7
】
に
見
え
る
よ
う
に
そ
の
ま
ま
年
貢
か
ら
控
除
さ
れ
た

こ
と
は
、
右
の
よ
う
な
兵
根
米
の
性
格
の
違
い
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

い

ず
れ
に
せ
よ
重
要
な
こ
と
は
、
荘
家
警
固
と
は
荘
園
領
主
と
荘
家
と
い
う
閉
じ

ら
れ
た
関
係
の
み
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
荘
家
と
い
う
枠
を
越
え
た
在
地
の
諸
関
係

を
も
巻
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の

こ
と
は
当
時
の
荘
園
制
が
ど
の
よ
う
な
関
係
の
中
で
成
り
立
っ
て
い
た
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
も
示
唆
的
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
点
に
関
わ
っ
て
注
目
し
た
い
の
は
、
荘
園
領
主
か
ら
の
兵
根
米
給
与
1
1
年
貢

控
除
の
対
象
と
も
な
っ
た
荘
官
層
に
よ
る
「
他
所
」
の
軍
勢
の
動
員
の
実
態
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
関
係
に
も
と
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
人
々
の
集
合
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
け
れ

ど
、
そ
の
詳
細
な
検
討
は
後
考
を
期
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
指
摘
し
て

お
き
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
動
員
の
あ
り
方
が
悪
党
の
構
成
と
形
態
的
に
類
似
し
て

い

る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
期
の
悪
党
行
動
の
特
色
の

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

一
つ

と
し
て
、
荘
域
を
超
え
た
広
汎
な
在
地
領
主
連
合
と
い
う
側
面
が
指
摘
さ
れ
て

　
（
5
4
）

い

る
が
、
右
に
見
て
き
た
公
文
に
よ
っ
て
動
員
さ
れ
た
「
他
所
」
の
人
々
も
荘
域
を

超
え
た
結
合
と
い
う
点
で
は
、
悪
党
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、

悪
党

は
荘
園
を
危
機
に
陥
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
荘
園
を
支
え
た
も
の
も
悪
党

に
見
ら
れ
る
荘
域
を
越
え
た
領
主
結
合
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
も
ち
ろ
ん
荘

家
結
合
の
重
要
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
）
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
鎌
倉
末
か

ら
南
北
朝
期
の
荘
園
制
は
悪
党
を
そ
の
内
に
抱
え
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い

た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

む
す
び

　
以

上
、
四
章
に
わ
た
っ
て
、
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
期
の
播
磨
国
矢
野
荘
を
素
材
に

荘

園
制
と
悪
党
の
関
係
を
考
え
て
み
た
。
そ
の
結
果
を
改
め
て
要
約
す
れ
ば
以
下
の

如
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
荘
園
に
お
け
る
悪
党
発
生
の
要
因
と
し
て
、
大
き
く

言
っ
て
、
在
地
の
諸
勢
力
の
対
立
競
合
状
況
と
荘
園
領
主
権
力
そ
の
も
の
の
動
揺
・

変
動
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
は
荘
園
制
社
会
に
お
い
て
は
通
時
代
的
に
認
め

ら
れ
る
現
象
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
後
者
と
連
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
悪
党
が

発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
荘
園
領
主
権
力
の
変
動
・
動
揺
が
集
中
的
か
つ

構
造
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
が
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
期
で
あ
っ
た
た
め
、
悪
党
は

こ
の
時
期
に
固
有
の
現
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
悪

党
お
よ
び
そ
の
背
景
に
あ
る
在
地
領
主
結
合
を
荘
園
制
に
敵
対
的
な
存
在
と
の
み
考

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
荘
家
警
固
と
い
う
場
面
を
考
え
れ
ば
、
荘
域
を
越
え
た
在

地
領
主
結
合
が
荘
園
制
を
支
え
る
要
素
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、

こ
の
時
期
の
荘
園
制
は
こ
の
よ
う
な
諸
関
係
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て

い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
悪
党
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
悪
党
の
定
義
に
関
す
る
議
論
と
も
関
わ
っ
て
、
そ
の

理
解
が
深
ま
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
「
は
じ
め
に
」
で
も
少
し
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
本
稿
で
は
荘
園
と
い
う
場
に
即
し
て
こ
の
問
題
を
考
え
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
結
果
導
き
出
さ
れ
た
結
論
（
荘
園
領
主
権
の
変
動
と
在
地
勢
力
の
対
立
競
合
状

況
）
は
、
こ
う
し
た
近
年
の
悪
党
一
般
に
関
す
る
議
論
と
お
お
い
に
接
点
を
持
ち
う
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る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
悪
党
（
そ
れ
を
生
み
出
し
た
社
会
情
勢
も
含
め
て
）
が
け
っ
し
て
荘
園
制

に
敵
対
的
な
存
在
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
時
期
の
荘
園
制
を
支
え
る
要
素
と

し
て
機
能
し
た
側
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
結
論
は
、
「
悪
党
の
そ
の
後
」

を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
悪
党
は
南
北
朝
内
乱
の
終
焉
と
と
も

に
消
滅
し
た
の
で
は
な
く
、
形
を
変
え
て
荘
園
制
そ
の
も
の
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て

い

っ

た
と
い
う
想
定
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
室
町
期
以
降
、
荘
園
制
で

は
請
負
代
官
制
が
一
般
的
と
な
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
請
負
代
官
制

で

は
、
直
接
荘
園
領
主
か
ら
代
官
職
を
請
け
負
う
五
山
禅
僧
や
土
倉
ら
ば
か
り
で
な

く
、
近
隣
の
在
地
領
主
な
ど
様
々
な
人
々
が
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い

る
。
そ
う
し
た
人
々
の
つ
な
が
り
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
も
の
は
前
代
に
お
け

る
悪
党
結
合
に
淵
源
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
詳
細
な
検
討
は
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

日
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
垂
水
法
橋
の
よ
う
に
、
悪
党
と
見
な
さ
れ

て

い

た
人
々
が
そ
の
後
も
代
官
な
ど
と
し
て
そ
の
荘
園
に
立
ち
現
れ
て
い
る
こ
と
は
、

悪
党
と
こ
う
し
た
代
官
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
連
続
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
一
円
領
化
は
鎌
倉
末
・
南
北
朝
期
以
降
の
荘
園
制
を
理
解
す
る
重
要
な
キ
ー
ワ
ー

　
　
　
　
（
5
6
）

ド
で
は
あ
る
が
、
年
貢
納
入
が
実
現
さ
れ
る
実
態
は
、
一
円
化
さ
れ
た
荘
園
領
主
と

荘
家
と
の
間
で
の
み
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
代
官
と
し
て
現
れ
る
そ
の
周
囲
の

人
々

を
も
含
み
込
ん
だ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
室
町
期
荘
園

制
は
そ
う
し
た
広
範
な
人
々
の
配
置
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
す
必
要
が
あ
り
、
悪
党

や

そ
れ
を
生
み
出
し
た
社
会
情
勢
の
そ
の
後
も
そ
う
し
た
文
脈
の
中
で
理
解
で
き
る

の

で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
そ
の
一
端
に
触
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
そ

う
し
た
一
円
化
を
相
対
化
す
る
中
世
後
期
荘
園
制
の
体
系
の
解
明
を
今
後
の
課
題
と

し
た
い
。

註（
1
）
　
網
野
善
彦
「
鎌
倉
末
期
の
諸
矛
盾
」
（
網
野
『
悪
党
と
海
賊
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九

　
　
五
年
。
初
出
は
一
九
七
〇
年
）
な
ど
。

（
2
）
　
山
陰
加
春
夫
「
「
悪
党
」
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
七
八
、
一
九
七
七

　

年
）
、
近
藤
成
一
「
悪
党
召
し
取
り
の
構
造
」
（
永
原
慶
二
編
『
中
世
の
発
見
』
吉
川
弘
文
館
、

　
　
一
九
九
三
年
）
な
ど
。

（
3
）
海
津
一
朗
『
中
世
の
変
革
と
徳
政
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
。

（
4
）
　
「
東
寺
文
書
御
震
翰
二
」
正
和
二
年
一
二
月
七
日
後
宇
多
法
皇
震
筆
荘
園
・
敷
地
等
施
入
状

　
　
（
『
相
生
市
史
』
第
七
巻
編
年
文
書
四
七
号
文
書
。
以
下
、
同
書
よ
り
の
引
用
は
『
相
生
』
⑦

　
　
編
年
文
書
四
七
の
如
く
記
す
）
。

（
5
）
寺
田
法
念
ら
に
よ
る
南
禅
寺
領
矢
野
荘
別
名
打
ち
入
り
事
件
に
つ
い
て
は
佐
藤
和
彦
「
南

　
　
北
朝
内
乱
と
悪
党
」
（
佐
藤
『
南
北
朝
内
乱
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
。
初
出

　
　
一
九
六
九
年
）
参
照
。

（
6
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
こ
四
五
」
文
保
元
年
三
月
一
八
日
後
宇
多
上
皇
院
宣
（
『
相
生
』
⑦
編
年

　
　
文
書
五
七
）
。

（
7
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
ヨ
七
九
」
文
保
二
年
二
月
四
日
信
性
例
名
・
重
藤
名
等
預
所
職
請
文

　
　
（
『
相
生
』
⑦
編
年
文
書
六
三
）
に
「
得
法
念
巳
下
悪
党
之
語
、
不
可
有
内
通
之
儀
」
と
見
え

　
　
る
の
が
も
っ
と
も
早
い
例
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
に
法
念
は
矢
野
荘
公
文
の
地
位
を
失
っ
て
い

　
　
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
8
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
テ
一
五
」
文
保
三
年
二
月
一
〇
日
源
成
就
丸
例
名
預
所
職
請
文
（
『
相

　
　
生
』
⑦
編
年
文
書
六
八
）
。

（
9
）
　
重
藤
名
の
東
寺
寄
進
の
直
後
、
寺
田
法
念
は
次
の
よ
う
な
請
文
を
東
寺
に
捧
げ
、
新
領
主

　
　
へ
の
従
属
を
誓
っ
て
い
る
（
「
東
寺
百
合
文
書
京
＝
二
〇
」
（
文
保
元
年
）
六
月
二
〇
日
例
名

　
　
公
文
寺
田
法
念
書
状
、
『
相
生
』
⑦
編
年
文
書
五
九
）
。

　
　
　

播
磨
国
矢
野
庄
内
例
名
重
藤
・
那
波
・
佐
方
等
、
付
惣
庄
有
御
寄
進
東
寺
之
由
、
両
通

　
　
　

院
宣
案
井
五
月
廿
六
日
寺
家
御
下
文
案
、
同
六
月
一
日
被
下
沙
汰
人
・
百
姓
等
預
所
殿

　
　
　

御
文
、
同
六
日
到
来
、
謹
承
候
畢
、
任
被
仰
下
旨
、
可
致
其
沙
汰
之
旨
、
相
触
御
庄
民

　
　
　

等
候
畢
、
抑
当
年
御
地
子
麦
、
前
司
収
納
所
残
麦
、
任
員
数
沙
汰
渡
此
御
使
候
者
也
、

　
　
　

又
当
御
領
済
物
注
文
事
、
念
可
令
注
進
候
、
更
々
不
存
疎
略
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

六

月
廿
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
文
沙
弥
法
念
（
花
押
）

　
　
　
こ
こ
で
彼
が
わ
ざ
わ
ざ
「
公
文
」
と
自
称
し
て
い
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

　
　
文
中
に
も
あ
る
通
り
、
こ
れ
が
「
（
矢
野
荘
）
沙
汰
人
・
百
姓
」
宛
の
「
預
所
殿
御
文
」
に
対

　
　
す
る
請
文
だ
っ
た
の
で
、
沙
汰
人
1
1
公
文
た
る
こ
と
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
も
言
え

　
　
る
が
、
他
な
ら
ぬ
重
藤
名
の
領
主
交
替
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
重
藤
名
に
対
す
る
自
ら
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の

権
利
を
新
領
主
に
主
張
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

（
1
0
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
力
二
四
九
」
（
嘉
暦
三
年
）
東
寺
陳
状
案
（
『
相
生
』
⑦
編
年
文
書
八
三
）
。

（
1
1
）
　
寺
田
法
念
ら
は
こ
れ
以
前
か
ら
「
都
鄙
名
誉
悪
党
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
（
「
東
寺
百
合
文
書

　
　

ヲ
ニ
（
1
）
」
正
和
四
年
＝
月
日
南
禅
寺
領
別
名
雑
掌
覚
真
申
状
案
、
『
相
生
』
⑦
編
年
文

　
　

書
五
三
1
）
。

（
1
2
）
　
矢
野
荘
を
め
ぐ
る
藤
原
冬
綱
と
東
寺
と
の
争
い
の
概
要
は
『
相
生
市
史
』
第
一
巻
を
参
照

　
　
し
た
。

（
1
3
）
　
こ
の
給
主
職
相
論
を
扱
っ
た
最
近
の
研
究
に
金
子
拓
「
南
北
朝
期
矢
野
荘
を
め
ぐ
る
東
寺

　
　
学
衆
方
と
守
護
権
力
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
六
一
、
一
九
九
八
年
）
が
あ
る
。
給
主
職
相
論

　
　
の
概
要

に
つ
い
て
は
金
子
論
文
に
拠
っ
た
。

（
1
4
）
　
当
時
の
引
付
の
交
名
部
分
を
み
れ
ば
、
呆
宝
よ
り
深
源
の
鳴
次
が
上
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

　
　
る
。

（
1
5
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
ム
ニ
四
」
学
衆
奉
行
引
付
所
引
（
観
応
元
年
）
九
月
一
五
日
学
衆
方
事
書

　
　
案
（
『
相
生
』
⑦
引
付
集
一
］
）
。

（
1
6
）
　
垂
水
法
橋
・
真
殿
守
高
・
海
老
名
源
三
郎
ら
に
よ
る
悪
党
事
件
に
先
立
つ
貞
和
四
年
に
は
、

　
　
寺
田
孫
太
郎
（
法
念
の
孫
）
に
よ
る
乱
入
事
件
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
「
東
寺
百
合
文
書
ム
ニ

　
　
○
」
学
衆
方
評
定
引
付
貞
和
四
年
一
〇
月
一
七
日
条
、
『
相
生
』
⑦
引
付
集
七
）
。
そ
れ
は
公

　
　
文
職
に
事
寄
せ
て
の
乱
入
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
給
主
職
相
論
と
関
わ
る
動
き
か
も
し

　
　
れ
な
い
。

（
1
7
）
　
市
沢
哲
「
鎌
倉
後
期
の
公
家
政
権
の
構
造
と
展
開
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
五
五
、
一
九
九

　
　
二
年
）
。

（
1
8
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
よ
六
六
（
1
）
」
康
暦
元
年
八
月
日
例
名
内
是
藤
名
名
主
実
長
申
状
（
『
相

　
　
生
』
⑧
上
四
〇
七
1
）
。

（
1
9
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
よ
六
六
（
2
）
」
建
武
二
年
一
〇
月
一
三
日
例
名
是
藤
名
名
主
職
充
行
状

　
　
案
（
『
相
生
』
⑧
上
四
〇
七
2
）
。

（
2
0
）
　
「
『
東
宝
記
』
紙
背
文
書
」
建
武
二
年
閏
一
〇
月
一
三
日
例
名
内
重
清
井
包
真
重
藤
神
田
等

　
　
充
行
状
案
（
『
相
生
」
⑦
編
年
文
書
一
〇
七
）
。

（
2
1
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
力
五
三
（
2
）
」
建
武
二
年
閏
一
〇
月
＝
二
日
例
名
十
六
名
内
西
光
貞
名

　
　
名
主
職
補
任
状
案
（
『
相
生
』
⑧
上
二
九
〇
2
）
。

（
2
2
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
サ
六
」
建
武
二
年
一
〇
月
日
例
名
西
方
内
検
名
寄
取
帳
（
『
相
生
』
⑦
編

　
　
年
文
書
一
〇
六
）
。

（
2
3
）
　
「
荘
家
」
概
念
に
つ
い
て
は
伊
藤
俊
一
「
中
世
後
期
に
お
け
る
「
荘
家
」
と
地
域
権
力
」

　
　
（
「
日
本
史
研
究
』
三
六
八
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

（
2
4
）
　
網
野
善
彦
『
中
世
荘
園
の
様
相
』
（
塙
書
房
、
一
九
六
六
年
）
は
荘
園
制
の
そ
う
し
た
側
面

　

を
活
写
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
5
）
　
す
で
に
小
川
弘
和
「
南
北
朝
期
矢
野
荘
田
所
職
考
」
（
『
日
本
史
研
究
』
四
四
九
、
二
〇
〇

　
　
〇

年
）
は
建
武
年
間
の
悪
党
事
件
を
「
矢
野
荘
が
東
寺
領
と
な
る
以
前
の
鎌
倉
期
よ
り
、
寺

　
　

田
氏
を
軸
に
形
成
さ
れ
て
い
た
在
地
勢
力
間
結
合
の
、
内
部
分
裂
と
し
て
把
握
で
き
よ
う
」

　
　

と
評
価
し
て
い
る
。
「
寺
田
氏
を
軸
に
形
成
さ
れ
た
」
と
す
る
理
解
に
至
る
論
証
過
程
に
は
疑

　
　
問
が
あ
る
が
、
視
角
と
し
て
は
賛
同
す
る
。
ま
た
小
林
一
岳
も
、
丹
波
国
大
山
荘
を
素
材
と

　
　

し
て
、
「
荘
園
内
部
の
村
の
分
裂
と
、
荘
園
領
主
内
部
の
分
裂
が
リ
ン
ク
す
る
こ
と
に
よ
っ

　
　

て
」
引
き
起
こ
さ
れ
た
悪
党
事
件
と
い
う
構
図
を
提
示
し
て
い
る
。
小
林
「
村
の
武
力
と
悪

　
　
党
」
（
同
『
日
本
中
世
の
一
揆
と
戦
争
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
「
年
）
参
照
。

（
2
6
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
天
地
二
」
学
衆
方
評
定
引
付
康
永
三
年
八
月
＝
日
条
（
『
相
生
』
⑦
引

　
　
付
集
二
）
。

（
2
7
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
ム
ニ
一
」
学
衆
方
細
々
引
付
所
収
貞
和
四
年
八
月
一
四
日
尭
宝
書
状

　
　
（
『
相
生
』
⑦
引
付
集
八
）
。

（
2
8
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
ム
ニ
ニ
」
学
衆
方
評
定
引
付
貞
和
五
年
五
月
七
日
条
三
相
生
』
⑦
引
付

　
　
集
九
）
。

（
2
9
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
と
七
八
」
暦
応
三
年
正
月
二
三
日
法
橋
祐
舜
弓
削
島
荘
鯨
方
預
所
職
請
文

　
　
（
『
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
　
東
寺
文
書
三
』
＝
一
五
号
）

（
3
0
）
　
小
林
「
中
世
荘
園
に
お
け
る
侍
」
（
小
林
前
掲
注
（
2
5
）
書
所
収
。
初
出
は
一
九
九
八
年
）
。

（
3
1
）
　
小
林
前
掲
注
（
2
5
）
書
第
一
部
所
集
の
各
論
稿
参
照
。

（
3
2
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
ヲ
六
」
貞
和
四
年
一
二
月
一
四
日
西
方
学
衆
方
年
貢
散
用
状
三
相
生
』

　
　
⑧
上
一
六
〇
）
。

（
3
3
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
ム
ニ
ニ
」
学
衆
方
評
定
引
付
貞
和
五
年
九
月
二
六
日
条
（
『
相
生
』
⑦
引

　
　
付
集
九
）
。

（
3
4
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
ム
ニ
四
」
学
衆
奉
行
引
付
所
引
観
応
元
年
六
月
二
一
日
学
衆
方
下
知
状
案

　
　
（
『
相
生
』
⑦
引
付
集
一
一
）
。

（
3
5
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
ほ
三
五
（
1
と
観
応
元
年
五
月
日
例
名
内
是
藤
名
名
主
実
円
陳
状
（
『
相

　
　
生
』
⑧
上
一
七
五
1
）
。

（
3
6
）
　
建
武
三
年
（
＝
二
三
六
）
に
は
再
び
千
代
鶴
女
が
是
藤
名
名
主
職
補
任
状
を
獲
得
す
る
が
、

　
　
こ
れ
は
学
衆
方
に
よ
る
一
方
的
な
補
任
で
あ
る
と
し
て
却
下
さ
れ
る
（
「
東
寺
百
合
文
書
み
二

　
　
八
（
5
）
」
建
武
三
年
一
二
月
二
一
日
例
名
内
是
藤
名
名
主
職
補
任
状
案
（
『
相
生
』
⑧
上
一

　
　
七
三
5
）
お
よ
び
前
掲
注
（
3
4
）
史
料
所
引
観
応
元
年
六
月
二
〇
日
東
寺
学
衆
方
下
知
状
）
。

　
　
ま
た
康
永
三
年
（
二
二
四
四
）
に
は
守
高
が
是
藤
名
名
主
職
に
つ
い
て
東
寺
学
衆
方
に
申
状

　
　
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
「
東
寺
百
合
文
書
天
地
二
」
学
衆
方
評
定
引
付
康
永
三

　
　
年
八
月
二
〇
日
条
、
『
相
生
』
⑦
引
付
集
二
）
。

（
3
7
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
み
二
八
（
1
）
」
観
応
元
年
三
月
日
名
主
真
殿
守
高
子
息
慶
若
丸
申
状

　
　
（
『
相
生
』
⑧
上
一
七
三
ユ
）
。
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（
3
8
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
ム
ニ
四
し
学
衆
奉
行
引
付
所
引
観
応
元
年
六
月
二
〇
日
学
衆
方
下
知
状
案

　
　
（
『
相
生
』
⑦
引
付
集
一
一
）
。

（
3
9
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
ム
ニ
四
」
学
衆
奉
行
引
付
所
引
観
応
元
年
七
月
三
日
学
衆
方
下
知
状
案

　
　
（
『
相
生
』
⑦
引
付
集
一
］
）
。

（
4
0
）
　
こ
れ
以
前
、
道
日
は
真
末
名
名
主
職
競
望
の
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
た
が
、
そ
の
訴
え
は
東

　
　
寺
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
観
応
の
悪
党
事
件
に
お
け
る
道
日
の
立
場
は
真

　
　
殿
守
高
の
そ
れ
と
ほ
ぽ
同
じ
と
言
え
よ
う
。
網
野
善
彦
「
中
世
東
寺
と
東
寺
領
荘
園
』
（
東
京

　
　
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）
第
－
部
第
五
章
第
四
節
参
照
。

（
4
1
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
ム
ニ
四
」
学
衆
奉
行
引
付
所
引
観
応
元
年
七
月
三
日
学
衆
方
下
知
状

　
　
（
『
相
生
』
⑦
引
付
集
一
一
）
に
よ
れ
ば
、
田
所
脇
田
昌
範
も
こ
の
乱
入
事
件
に
関
与
し
た
と

　
　
言
わ
れ
て
い
る
。

（
4
2
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
ム
ニ
三
」
学
衆
方
評
定
引
付
観
応
元
年
四
月
一
八
日
・
五
月
三
日
条

　
　
（
『
相
生
』
⑦
引
付
集
一
〇
）
お
よ
び
「
東
寺
百
合
文
書
ム
ニ
四
」
学
衆
奉
行
引
付
所
引
観
応

　
　
元
年
五
月
日
矢
野
荘
条
々
事
書
（
『
相
生
』
⑦
引
付
集
一
一
）
。
白
石
城
に
つ
い
て
は
、
高
木

　
　
徳
郎
「
播
磨
国
矢
野
荘
の
荘
園
景
観
と
政
所
」
（
悪
党
研
究
会
編
『
悪
党
の
中
世
』
岩
田
書
院
、

　
　
一
九
九
八
年
）
参
照
。

（
4
3
）
「
東
寺
百
合
文
書
ヲ
七
」
観
応
二
年
四
月
二
七
日
西
方
学
衆
方
年
貢
散
用
状
（
『
相
生
』
⑧

　
　
上
一
八
〇
）
。

（
4
4
）
　
前
掲
注
（
1
3
）
金
子
論
文
。

（
4
5
）
　
再
作
成
の
経
緯
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
1
3
）
金
子
論
文
参
照
。

（
4
6
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
ヲ
九
」
観
応
二
年
五
月
二
日
学
衆
方
年
貢
散
用
状
（
『
相
生
』
⑧
上
一
八

　
　
三
）
。

（
4
7
）
　
「
教
王
護
国
寺
文
書
三
四
〇
」
建
武
二
年
二
月
二
九
日
公
文
職
補
任
状
案
（
『
相
生
』
⑦
編

　
　
年
文
書
一
〇
〇
）
。
実
際
の
悪
党
乱
入
に
際
し
て
も
、
東
寺
は
「
任
請
文
旨
、
公
文
殊
可
致
警

　
　
固
沙
汰
」
と
命
じ
て
い
る
。
「
東
寺
百
合
文
書
ム
ニ
一
」
学
衆
方
細
々
引
付
所
収
貞
和
四
年
八

　
　
月
一
四
日
尭
宝
書
状
（
『
相
生
』
⑦
引
付
集
八
）
参
照
。

（
4
8
）
　
「
東
宝
記
紙
背
文
書
」
年
月
日
欠
僧
実
円
注
進
状
（
『
相
生
』
⑧
上
五
一
二
）
。

（
4
9
）
　
「
黒
川
古
文
化
研
究
所
所
蔵
文
書
」
某
（
成
円
力
）
書
状
（
『
相
生
』
⑧
上
四
九
六
）
。

（
5
0
）
　
【
史
料
9
】
で
は
、
「
那
波
□
源
三
郎
」
1
1
海
老
名
源
三
郎
が
別
名
方
に
打
ち
入
っ
て
い
る

　
　
こ
と
、
例
名
方
に
野
心
を
抱
く
者
が
そ
の
動
き
に
結
託
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら

　
　
れ
て

い

る
が
、
こ
の
状
況
は
学
衆
方
評
定
引
付
貞
和
五
年
九
月
一
日
条
（
「
東
寺
百
合
文
書
ム

　
　
ニ
ニ
」
、
『
相
生
』
⑦
引
付
集
九
）
の
「
矢
野
庄
飛
脚
上
洛
、
南
禅
寺
方
悪
党
乱
入
之
間
、
当

　
　
庄
以
次
彼
等
可
乱
入
之
由
、
相
語
守
護
方
之
由
、
有
其
聞
」
と
い
う
状
況
と
ほ
ぼ
合
致
し
て

　
　
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
5
1
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
み
＝
」
正
和
五
年
二
月
日
丹
波
大
山
荘
住
人
藤
原
家
安
申
状
（
『
鎌
倉

　
　
遺
文
』
三
三
巻
二
五
七
五
四
号
文
書
）
。
大
山
喬
平
「
鎌
倉
時
代
の
村
落
結
合
」
（
同
「
日
本

　
　
中
世
農
村
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
。
初
出
は
一
九
六
三
年
）
参
照
。

（
5
2
）
　
「
東
寺
百
合
文
書
ハ
］
六
六
（
1
）
」
元
亨
四
年
正
月
日
承
誉
申
状
（
『
鎌
倉
遺
文
』
三
七
巻

　
　
二
八
六
五
〇
文
書
）
。
安
田
元
久
『
日
本
初
期
封
建
制
の
基
礎
研
究
』
（
山
川
出
版
社
、
一
九

　
　
七
六
年
）
参
照
。

（
5
3
）
　
前
掲
注
（
2
5
）
お
よ
び
（
3
0
）
小
林
論
文
な
ど
。

（
5
4
）
　
前
掲
注
（
5
）
佐
藤
論
文
。
佐
藤
論
文
で
は
、
主
た
る
検
討
素
材
と
し
て
寺
田
悪
党
の
構

　
　
成
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

（
5
5
）
　
観
応
元
年
の
「
悪
党
」
垂
水
法
橋
は
、
そ
の
二
年
後
に
は
守
護
方
の
兵
根
催
促
使
と
し
て

　
　
矢
野
荘
に
立
ち
現
れ
て
い
る
。
「
教
王
護
国
寺
文
書
三
九
七
」
文
和
二
年
四
月
＝
二
日
公
田
分

　
　
学
衆
方
年
貢
等
散
用
状
二
相
生
』
⑧
上
一
九
五
）
。

（
5
6
）
　
前
掲
注
（
1
）
網
野
論
文
参
照
。

※

註
で
は
副
題
お
よ
び
敬
称
は
省
略
し
た
。

（東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇

〇

二
年
六
月
七
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
四
日
審
査
終
了
）
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The　Slloen　System　and　Akuto

TAKAHAsHI　Nodyuki

When　an　overall　view　is　taken　of　the　shoen　system　in　the　Muromachi　period－late　Middle　Ages－empha－

sis　is　placed　on　the　Nanbokucho　period　as　a　transition　point，　pointing　out　a　change　of　nature　exempli一

五ed　by　the　keyword鋤θη一肋働κ4α猶励ηg　oηoηε燗gθノ．However，　it　is㎞own　that　in　the　Nan－

bokucho　pehod，　in　addition　to　this　sort　of　change　of　nature，　there　was　also　disturbance　by　akuto

（“bands　of　evildoers”），and　it　has　recently　been　suggested　that　it　was　the　change　in　nature　of　the　shoen

system（or　to　be　more　precise，　the　change▲n　nature　of　the　shoen　policy）that　led　to　the　emergence　of

the　akuto．　Seen　from　this　viewpoint，　rather　than　analyzing　the　akuto　themselves，　it　is　possible　to　exam－

ine　the　realiW　of　the　changes　in　na加re　of　the　shoen　system血at　fo㎜ed　the　background．　This　paper

takes　the　Yano－sho　in　Harima　as　the　base　for　analyzing　the　akuto　that　emerged　there，　attempting　to

bring　characteristics　of　the　shoen　system　in　the　Nanbokllcho　period　into　relief

　　　First　of誠1，0ne　phenomenon　that　should　be　pointed皿t　is　that　the　activities　of　the　akuto　can　be

seen　to　accompany　changes　and且uctuations　in　shoen　possession（specifically，　changes　in　ryoshu，　or

power　struggles　between　ryoshu）．Next，　when　the　akuto　activities　in　the　zaichi　are　examined，　it　can　be

seen　that　the　in　the　shoen　itself，　the　situation　of　the　satanin　and　myoshu／peasants　is　that　they　are　in

opposi60n　to　each　another．　This　sort　of　opposition　and　competition　in　the　land　can　be　seen　throughout

the　history　of　the　shoen　system，　but　it　is　thought　that　it　was　the　combination　of　this　with　the　changes

and　fluctua60ns　in　shoen　possession　that　lead　to　the　appearance　of　the　akuto．　Earlier　research　had　de－

temlined　changes　and　nuctuations　in　shoen　possession　to　be　a　structural　phenomenon　occu㎡ng　from

the　end　of　the　Kamakura　period　thr皿gh　the　Nanbo㎞cho　pe亘od，　and　it　is　in　this　pe亘od　that　the　acdvi－

ties　of　the　akuto　are　concentrated．

　　　It　is　thought　that　it　was　the　shoen　ryoshu　and　the訊o碗θin　the　shoen　itself　linking　directly　to－

gether（ichien－ka）against　the　akuto　that　changed　the　composition　of　the　shoen　system　in　the　later

Middle　Ages，　but　the　when　the　structure　of　the鹿o碗θ々θ垣o　is　analyzed，　it　can　be　seen　that　there　are

elements　that　cannot　be　suf五ciently　exp】ained　by　ichien－ka　alone．　They　are　thought　to　have　a　similar

nature　to　the　akuto　that　plunged　the　shoen　system　into　crisis，　and　it　should　be　considered　that　the

Nanbokucho　period　shoen　system　changed　its　nature　to　incorporate　the　akuto　situation．　Taking　this

approach，　it　becomes　clear　that　ichien－ka　alone　is　insuf丘cient，　and　that　to　understand　the　shoen　system
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in　the　late　Middle　Ages　the　Wewpoint　should　be　refocused　to　also　take　in　the　issue　of　the　vadety　of

people　situated　on　the　periphery．
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